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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年５月１３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２１年５月２６日 ０１時３０分ごろ 

発生場所 静岡県下田港南南西方沖 石廊埼灯台から真方位０８４°４.３海里（Ｍ）

付近（概位 北緯３４°３６.６′ 東経１３８°５５.９′） 

事故調査の経過  平成２１年５月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八十三稲荷
いなり

丸、４９９トン 

 １３２７７９、廣屋水産株式会社 

 ５６.９９ｍ（Lr）×９.５０ｍ×４.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成８年１０月１６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５６年４月９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１７年７月６日 

  免状有効期間満了日 平成２２年７月５日 

 死傷者等 なし 

損傷 船底破口及びき
．
裂 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか３１人が乗り組み、船首約１.２ｍ、船尾約５.４ｍの

喫水で、平成２１年５月２６日０１時２０分ごろ、大型船（以下「Ａ船」

という。）に追随して神子元島と横根の間を通過しようと思い、針路を０

６５°（真方位、以下同じ。）に定めて自動操舵により航行した。 

船長は、前方を航行するＡ船の灯火を見ていたところ、他船の灯火との

識別が難しくなり、Ａ船の灯火と思われる明かりを目標にして航行中、０

１時３０分ごろ石廊埼灯台から０８４°４.３Ｍ付近で乗り揚げた。 

 船長は衝撃を感じ、前方に岩が見えたので乗り揚げたことに気付き、自

室から出てきた漁ろう長が海上保安庁に通報した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視程 ２～３Ｍ以上 

海象：海面 穏やか、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 ＡＩＳ記録による運航の経過 

(1) ０１時１９分２３秒、本船は、北緯３４°３５.９２３７′、東経

１３８°５４.２３９１′付近を、船首方位０６５°、速力８.７ノ

ット（kn）で航行した。 

(2) ０１時２９分５３秒、北緯３４°３６.５８０３′、東経１３８°

５５.８８０６′付近で、本船の速力は１.７knとなった。 
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 船長には、３９年程前に、神子元島と横根間を一度だけ通過した経験が

あった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、０１時２０分ごろ船首方位約０６５°

として自動操舵により速力約８.７kn で航行し、

０１時３０分ごろ浅所（北緯３４°３６.６′、東

経１３８°５５.９′付近）に乗り揚げたものと考

えられる。 

本船は、石廊埼東方沖を東北東進中、船長が、

Ａ船に追随すれば、神子元島と横根の間を通過で

きると判断し、レーダーを使用して船位を確認し

なかったものと考えられる。 

本船がＡ船の灯火を目標にして航行中、船長

は、前方に点在する他船の灯火との識別が困難に

なり、Ａ船の灯火を誤認していたことに気付かず

に航行を続けた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が石廊埼東方沖を東北東進中、船位を確認せずに

航行を続けたため、横根南西方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生した

ものと考えられる。 

 




